
告 示 (第1862号－第1875号)

○軽油引取税に係る特約業者の指定の取消し (税 務 課) １

○軽油引取税に係る特約業者の指定の取消し (税 務 課) １

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ３

○福岡県個人情報保護条例に基づき口頭により開示請求を行うことが

できる個人情報及び開示の方法の一部改正 (県民情報広報課) ３

○道路の供用の開始 (道路維持課) ４

○道路の区域の変更 (道路維持課) ４

○公共測量の実施 (県土整備総務課) ４

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ５

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ５

○土地改良区連合の所属土地改良区の増減の認可 (農村整備課) ５

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) ５

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) ５

公 告

○落札者等の公示 (総務事務センター) ６

○第36期福岡県労働委員会の補欠の労働者委員候補者の推薦

(労働政策課) ６

福岡県告示第1862号

福岡県税条例 (昭和25年福岡県条例第36号) 第91条の３第２項の規定に基づき､ 軽油

引取税に係る特約業者の指定を取り消したので､ 福岡県税事務処理規程 (昭和48年９月

福岡県訓令第16号) 第135条の規定により次のように告示する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 特約業者の氏名又は名称

永岡商事株式会社

２ 主たる事務所又は事業所の所在地

福岡県北九州市戸畑区銀座１丁目９－31

３ 特約業者の指定取消年月日

平成20年８月31日

福岡県告示第1863号

福岡県税条例 (昭和25年福岡県条例第36号) 第91条の３第２項の規定に基づき､ 軽油

引取税に係る特約業者の指定を取り消したので､ 福岡県税事務処理規程 (昭和48年９月

福岡県訓令第16号) 第135条の規定により次のように告示する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 特約業者の氏名又は名称

正栄石油株式会社

２ 主たる事務所又は事業所の所在地

福岡県北九州市若松区下原町４番６号

３ 特約業者の指定取消年月日

平成20年８月31日
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福岡県告示第1864号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第５条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 スーパードラッグコスモス吉井店

� 所在地 福岡県うきは市吉井町生葉字赤長732番２ 外

２ 意見の概要

� 駐車需要の充足等交通に関する事項

意見なし

� 歩行者の通行の利便の確保等

意見なし

� 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

意見なし

� 騒音の発生に係る事項

意見なし

� 廃棄物に係る事項等

耳納クリーンステーションの生ゴミ等の処理は､ 焼却ではなく固形燃料化する施

設である｡ 生ゴミ等については事業所廃棄物として受け付けるので申し添える｡

� 街並みづくり等への配慮等

意見なし

� その他

ア うきは市を含む筑後地域においては､ 福岡県と市町村との協働のもと､ 県内で

も先行的に広域景観づくりを進めているので､ 建設にあたっては､ 筑後地域にお

ける景観基準に適合するよう要望する｡

イ 埋蔵文化物の所在の有無について､ うきは市教育委員会生涯学習課文化財保護

係から照会があり､ 試掘調査が必要と回答している｡

ウ 出店予定地区並びに隣接地とのトラブルのないように出店すること｡

福岡県告示第1865号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第５条第１項の規定による届出につい

て､ 同法第８条第２項の規定に基づく意見の概要を､ 同条第３項の規定により次のとお

り公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 スーパードラッグコスモス吉井店

� 所在地 福岡県うきは市吉井町生葉字赤長732番２ 外

２ 意見の概要

� 駐車需要の充足等交通に関する事項

意見なし

� 歩行者の通行の利便の確保等

意見なし

� 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

意見なし

� 騒音の発生に係る事項

営業時間と照明及び騒音について､ 具体的に説明すること｡

� 廃棄物に係る事項等

意見なし

� 街並みづくり等への配慮等

防犯対策としての防犯カメラの設置等防犯に対する考え方を説明すること｡

� その他
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コスモス薬品の会社及び吉井店の店舗営業内容を説明すること｡

福岡県告示第1866号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第５条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚

商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 ホームプラザナフコ稲築店

� 所在地 福岡県嘉麻市平1561番１ 外

２ 意見の概要

� 駐車需要の充足等交通に関する事項

ア 予想以上に来客が集中した場合は､ 適切な処理を講じていただきたい｡

イ 交通処理については､ 来客車両や搬入車両は店舗敷地内で処理すること｡

ウ 新規開店時等来客数の集中が予想される場合は､ 車両の誘導､ 歩行者の安全

対策､ 路上駐車等､ 係員を配置して十分な注意をしていただきたい｡

エ 車両の渋滞発生の可能性も考えられるので､ 円滑な交通誘導をお願いしたい

｡

� 歩行者の通行の利便の確保等

ア 当該計画地の周辺道路は､ 車道脇を中学生が部活動や体育の授業時間に走る

ので安全対策をお願いしたい｡

イ 入退店車両の増加により､ 付近住民や歩行者の安全が懸念されることから､

係員の配置等による誘導等､ 安全の確保・対策を十分にお願いしたい｡

ウ 交通処理について､ 来客車両や搬入車両は店舗敷地内で処理すること｡ 外部

車両については､ 適切な交通処理を指導されたい｡

エ 新規開店時には来客車両の集中が予想されることから､ その場合は､ 車両の

誘導､ 歩行者の安全､ 渋滞等､ 係員を配置して十分注意していただきたい｡

オ 安全の確保・対策は優先的に配慮して十分に講ずるようにしていただきたい

｡

� 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

意見なし

� 騒音の発生に係る事項

意見なし

� 廃棄物に係る事項等

意見なし

� 街並みづくり等への配慮等

ア 屋外広告物許可申請書は､ 建物建築確認後許可申請を行うこと｡

イ 開発行為については､ 変更がある場合には､ 嘉麻市都市計画課と協議を行う

こと｡

� その他

意見なし

福岡県告示第1867号

福岡県個人情報保護条例に基づき口頭により開示請求を行うことができる個人情報及

び開示の方法 (平成17年４月福岡県告示第710号) の一部を次のように改正し､ この告

示の日から施行する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡
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九州歯科大学附属
歯科衛生学院入学
者選抜試験

科目別得点及
び総合得点

合格発表の日
から９日間

九州歯科大学附属
歯科衛生学院

〃

調理師試験 〃 合否発表の日
から１か月間

保健医療介護部健
康増進課

〃

�



｢

に

｣

改める｡

福岡県告示第1868号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成20年11月19日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1869号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1870号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (ＧＰＳ測量)

２ 測量の実施地域及び期間
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九州歯科大学附属
歯科衛生学院入学
者選抜試験

科目別得点､
総合得点及び
総合得点

合格発表の日
から９日間

九州歯科大学附属
歯科衛生学院

〃

調理師試験 科目別得点及
び総合得点

合否発表の日
から１か月間

保健医療介護部健
康増進課

〃

土木事
務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

久留米
上高橋
善導寺 線
停車場

久留米市善導寺町飯田398番１先から
久留米市善導寺町飯田380番１先まで

土木事
務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延長(メ
ートル)

備 考

豊 前 県 道
犀 川

線
豊 前

前

豊前市大字山内397
番３先から
豊前市大字大西805
番１先まで

6.6
～
18.0

3,124.5

前 同上
7.2
～
32.0

3,695.3

うち県道
野地塔田
線重用延
長415.8
メートル

後

豊前市大字山内396
番１先から
豊前市大字千束260
番１先まで

5.5
～
13.0

4,104.5

後 同上
6.7
～
32.0

4,758.9

うち一般
国道10号
重用延長
495.6メー
トル

実 施 地 域 実 施 期 間

�



福岡県告示第1871号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

前原市大字波多江字沼266－１

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

福岡市中央区荒戸１－１－３大濠ジョイビル１Ｆ

医療法人瑛和会 理事長 川崎 貴子

福岡県告示第1872号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

前原市大字大門字六ノ坪347番５

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

前原市浦志一丁目12番５号－101

河原 和義

福岡県告示第1873号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第81条の規定に基づき､ 土地改良区連合の所属

土地改良区の増減を認可したので､ 同法第84条において準用する同法第48条第11項の規

定により公告する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第1874号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成20年10月27日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人 子どもの村福岡を設立する会

� 代表者の氏名

満留 昭久

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市中央区赤坂２丁目３の１

� 定款に記載された目的

この法人はＮＧＯ ｢ＳＯＳキンダードルフ (子どもの村) ｣ の理念に基づき､ 社

会的養護を必要とする子どもたちへの援助システムの研究開発や人材育成事業を行

い､ 福岡の実情に合った ｢子どもの村｣ を建設することを通して､ 日本における子

どもたちの社会的養護の発展に寄与します｡

福岡県告示第1875号
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北九州市小倉南区一円 平成20年９月８日から
平成20年12月10日まで

土 地 改 良 区 名 認可年月日

筑後川下流土地改良区連合 平成20年11月10日

�



特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成20年10月30日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター

� 代表者の氏名

山下 ゆかり

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目12番15号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 地域住民に対して､ 国籍､ 性別に関わりなく個性と能力を発揮する

ことができる社会を目指し相談会及び教育支援等を中心とした事業を行い､ 国際協

力､ まちづくりの推進､ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動の健全化及び健

やかに暮らせる地域づくりの増進に寄与することを目的とする｡

公告

落札者等について､ 次のとおり公示します｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 落札に係る物品の名称及び数量

ＥＭＣ対策支援システム １式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

� 部局の名称

福岡県総務部総務事務センター

� 所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３ 落札者を決定した日

平成20年10月16日

４ 落札者の氏名及び住所

� 氏名

株式会社テクノサイエンスジャパン

� 住所

東京都世田谷区玉川台２－28－５コンド玉川台

５ 落札金額 (消費税及び地方消費税の額を含む｡ )

36,750,000円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 入札公告日

平成20年９月５日

公告

第36期福岡県労働委員会の補欠の労働者候補の推薦について､ 労働組合法施行令 (昭

和24年政令第231号) 第21条第１項の規定に基づき､ 労働組合に対し次に定めるところ

により候補者の推薦を求める｡

平成20年11月19日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 推薦資格を有する労働組合

労働者委員候補者の推薦資格を有する労働組合は､ 福岡県の区域内のみに組織を有

し､ かつ､ 労働組合法 (昭和24年法律第174号) 第２条及び第５条第２項の規定に適

合する労働組合であること｡

２ 被推薦者の資格

労働組合法第19条の４第１項に規定する欠格条項に該当しない者であること｡
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３ 提出書類

� 推薦書 ２部

� 労働者委員候補者調書 ２部

� 労働組合資格証明書 ２部

� 福岡県労働委員会委員に就任することについての被推薦者の内諾書 ２部

４ 推薦期間

平成20年11月19日 (水曜日) から12月12日 (金曜日) まで

５ 推薦書類の提出先

福岡県福祉労働部労働局労働政策課 (〒812－8577 福岡市博多区東公園７番７号｡

以下 ｢労働政策課｣ という｡ ) へ提出すること｡

６ その他

推薦についての問い合わせは､ 労働政策課又は最寄りの福岡県労働福祉事務所に行

うこと｡
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